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１　子どもを取り巻く環境
（１）子どもにとって重要な家庭，地域の環境
家庭や地域は，子どもが健やかに成長する上で，重要な役割を持っています。
家庭は，子どもにとって人格形成の基礎を養うとともに，社会の中で生きていくために必要な力を身に付けるために重要な役割を持っています。
　　　　地域は，子どもが家庭から出た時に，最初に経験する社会であり，人との接し方や集団での過ごし方などを学ぶ場となっているとともに，昔から，ご近所付き合いや助け合いなどにより家庭の孤立化を防ぎ，また，必要な時に支援の手を差し伸べ，子どもの日常生活環境が悪化することを食い止める役割を果たしています。

　　　　また，地域（旭川市）を取り巻く社会全体（全国）の状況も，子どもに大きな影響を与えます。ライフスタイルの多様化による未婚化・晩婚化，さらには経済や雇用環境に係る将来への不安感などにより，全国的に少子化の傾向が続いています。　　　
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（２）子どもを取り巻く環境

　　　　本市における子どもを取り巻く現状は次のとおりです（詳細については資料編参照）。

　　ア　家庭

　　　　　核家族化の進展により，一世帯当たりの人数は減少傾向にあり，特に，子どもと，おじいちゃんやおばあちゃんが同居している世帯が，平成２年の

８，７３１世帯から平成１７年の４，７７８世帯へと１５年間で約半分に減少しています。
　また，認可保育所や留守家庭児童会の入所，入会児童数の増加は，共働き世帯が増えていることを示しており，そのことによって，親が子どもと接する時間が減少傾向にあるものと思われます。

　さらに，子育て中の保護者の意識では，子育てについて多様な不安を抱えていることがアンケート調査の結果などから示されており，中には，その不安を子どもに向けざるを得ない事態も生じています。
　　イ　地域

　　　　　町内会加入世帯数や加入率は減少傾向にあり，家庭と地域との関係の希薄化が懸念されています。

　　　　　子育て家庭は，地域に対して，人間関係を育むことや，子どもの育ちを見守ることなどを期待しています。一方，地域（市民）は，子どもや子育て環境の充実に高い関心を持っていますが，子育て中の保護者にはそれが実感として十分に伝わっていない状況があります。
　　ウ　子ども

　　　　　児童虐待発生件数は増加傾向にあり，また，非行の低年齢化が進んでいます。

中学生自身が抱えている悩みは多様化，深刻化しており，小学生と中学生について，自尊感情の低下も見られます。
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２　旭川市の課題

（１）家庭
　　　　核家族化の進展や，共働き世帯の増加などにより，子どもが保護者と接する機会が減少しています。そのため，保護者自身が子どもとの接し方に不安を感じたり，気がつかないうちに子どもの自由な行動を制約していることなどにより，子どもにとって人格形成を養い，社会の中で生きていくために必要な力を身に付ける家庭の機能が低下していることが懸念されます。
　　　　特に本市は，母子家庭の割合が全国や全道に比べて高く，雇用環境の厳しさもあることから，経済的な基盤が不安定な世帯が多いものと思われます。また，子育て中の保護者を対象としたアンケート調査の結果からも，子育てや家庭のことについて多様な不安を抱えています。
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○　核家族化の進展

　　・　親の役割を補完する，おじいちゃん，おばあちゃんがいないなど，身近に

　　　相談できる人がいない。

○　共働き世帯の増加

　　・　配偶者の協力が得られない

○　子育てに関する保護者の多様な不安

　　・　経済的な不安感を含め，多様な不安を抱えている。

家庭において子育て力の低下が生じていることが懸念される状況

家　庭
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（２）地域
　　　　家庭における子育て力の低下が懸念されていますが，地域も，子育て家庭を支援する機能を十分に発揮できていないと思われます。

　　　　そのため，社会性を学ぶ機会や地域への愛着を育む機会が減少したり，子どもの日常生活が不安定になっているものと考えています。
本市では，子どもや子育てに関して市民の関心は高い状況にありますが，子育て中の保護者には実感として十分に伝わっていません。また，身近な場所で気軽に相談できる場所についてのニーズが高いほか，児童虐待の発生件数も全国と同様に増加傾向にあります。
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まちづくりに対する市民意識の向上

地域交流の促進

公共的役割を担う地域社会の形成

生涯学習社会を構築する人づくり

生涯学習社会を構築する地域づくり

子どもを生み育てやすい環境の充実

子どもが健やかに育つ環境の充実

地域福祉の推進

健康不安の解消

衛生的な生活の確保

交通、消費生活等における安心の充実

災害等における対応体制の充実

自然と調和した都市環境の充実

循環型社会の形成

競争力ある地域産業の育成と振興

地域の魅力と資源を生かした産業の創出

安全で快適に生活できる住環境の整備

拠点機能の整備

重要
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（３）社会全体（全国）
　　　　価値観の多様化や，社会構造の変化，経済の状況や雇用環境などが，地域や子育て家庭に大きな影響を及ぼしています。特に，子育て家庭においては経済基盤が不安定になることにより，子どもの健康や日常生活に望ましくない事態が生じています。
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３　課題解決に向けた取組の方向性

　これらの課題の全てを，一地方自治体で解決していくことは困難ですが，市民全体で取り組むことにより，子どもや子育て環境の充実につなげていくことができるものと考えています。
（１）身近なところで家庭の子育て力を補う仕組みづくり
　　　　家庭における子育て力の向上を図るため，子どもに対する親自身の理解促進を図るとともに，身近なところで気軽に相談したり，支援を求めることができる環境を整備することにより，家庭における子育て力を高めます。

　　　　また，持続的な取組となるよう，地域において様々な活動をしている人達の活動を支援するとともに，活動の担い手となる人材の育成に努めていきます。
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14歳未満 56 48 43 98 91

14歳 43 42 33 78 35

15歳 83 80 34 102 56

16歳 98 94 53 94 79

17歳 71 55 41 61 42

18歳 32 52 35 31 30
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（２）市民全体で子どもを育むための行動指針
　　　　子どもに関する市民の高い関心を具体的な行動につなげていくため，市民全体で取り組むための行動指針を示すことで，地域における子どもを育む力の低下を防ぎ，その向上を図ります。
　　　　行動指針の内容として，市民全体で，理念や目的，それぞれに期待されている役割などが必要であり，また，長期的な取組の指針となることが必要だと考えています。
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（３）子どもが多様な経験や学びができる機会の充実
　　　　家庭における子育て力や，地域における子どもを育む力の低下が懸念される状況であり，子どもが社会の中で生きていく上で必要な力を身に付けていく機会が少なくなっているものと考えています。

そのため，子どもが多様な経験や学びができる機会の充実に努めることが必要であり，特に，日常，接する機会の少ない異世代・異年齢との交流や，家庭では提供しきれない多様な体験機会の提供などが重要です。

また，これらの取組にあたり，地域との連携を図ることで，より効果的な展開が期待できます。
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４（仮称）旭川市子ども条例

（１）条例の概要

　　　　本市では，子どもを取り巻く状況を踏まえ，課題解決の取組の一つとして，子どもに関する条例を制定することが必要だと考えています。

　　　　この条例は，家庭や地域の状況に対して，市民全体で子どもを育むための行動指針としての性質を持っていますが，子どもが健やかに成長するためには，身近なところで家庭の子育て力を補う仕組みづくりや子どもが多様な経験や学びができる機会の充実も重要であることから，これらもできるだけ条例に盛り込んでいきたいと考えています。
（２）全国の子どもに関する条例との比較
　　　　全国で，子どもに関する条例の検討や制定が行われていますが，その内容は，それぞれの自治体の状況に応じて様々です。子どもの権利救済や児童虐待防止など，特定目的のものもあれば，子どもの育成や子育て支援に関する施策の原則などを中心とした理念的なものもあります。
　本市で制定しようとしている条例は，「児童の最善の利益」（児童の権利に関する条約）や「すべて児童は，ひとしくその生活を保障され，愛護されなければならない」（児童福祉法）を前提に，条例の目的の実現に向けて取り組むための，施策の基本的な考え方を規定すべきと考えています。
（３）次世代育成支援対策推進法（旭川市次世代育成支援行動計画）との関係
　　　　本市では，子どもや子育てに関する総合的な取組の考え方や施策の展開内容を，旭川市次世代育成支援行動計画後期計画として策定しています。
この計画は，次世代育成支援対策推進法（平成２６年度末までの時限立法）に基づいて策定していますが，同法律の究極的な目的である「次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ，かつ，育成される社会の形成に資すること」は，同法律の失効後も，中長期的な視野を持って取り組んでいくことが必要です。

そのため，（仮称）旭川市子ども条例は，市独自の考え方を持って，市民全体の行動指針的な側面を強めていきたいと考えています。
（４）条例目的の考え方

（仮称）旭川市子ども条例は，将来にわたり，市民全体で共通認識を持って取り組むための指針であり，これに基づいて，中長期的な取組の継続が必要です。
そのため，条例の目的を設定するにあたり，次の３点が重要になります。

	価値観，社会構造，社会環境等の変化にどのように対応していくか


　　　　・　子どもを取り巻く環境の変化に対応するためには，市民全体で共有できる普遍的なものを軸に据え，その軸を持って，具体的に施策に反映させていくことが必要です。その軸として，「子どもは，社会がどのように変わろうとも，大きな夢や希望を持ち，将来への無限の可能性を持っている」ことを設定します。
　　　　　

	条例の目的や期待する効果が，まちづくりの推進に資すること


　　　　・　一人一人の子どもが，夢や希望を実現し，旭川市はもとより世界で活躍することは，まちの活力や市民の元気をもたらします。

	市民全体で共通認識を持つため，誰にとっても身近で分かりやすいこと


· 子どもの夢や希望を応援することは，市民の誰にでもできることであり，
できるところから始めていきます。
　　　これらの３点を踏まえ，（仮称）旭川市子ども条例の目的を，次のとおり設定します。
	子どもが，

自らの夢や希望に向かって　主体的に取組み，

実現できるまち


（５）条例の構成

　　　（仮称）旭川市子ども条例の目的を実現するため，条例の内容を２つに大別します。
　　ア　市民全体の行動指針

　　　　　市民全体で共通認識を持つ内容を規定します。

　　　　　理念や目的のほか，一人一人の市民が，目的の実現に向けて具体的に行動するきっかけとなるよう，家庭，地域，企業，学校等子どもとの関わり方に応じて，期待されている役割のほか，市民全体で取り組んでいく上で重要なこと（子どもの立場に立つこと，子どもの主体性を育むこと）を規定します。
　　イ　推進の仕組み
（ア）推進の仕組みの内容

　　　　　　条例の目的に向けた取組を推進するための仕組みを規定します。

　　　　　　基本となる施策をまとめた計画の策定や市民全体の理解促進に係る取組のほか，身近なところで家庭の子育て力を補う仕組みづくりや子どもが多様な経験や学びができる機会の充実を規定します。

　　（イ）これまでの取組との連続性

　　　　　　現在，本市では，総合的な子育て支援施策の方針や目標を定めた，旭川市次世代育成支援行動計画後期計画（計画期間：平成２２年度～２６年度）に基づき関連施策を推進しています。
　　　　　　また，推進体制として，平成１９年度に子育て支援の基本的な考え方等について協議するため庁内に子育て支援会議を設置し，平成２０年度に子どもや子育てに関する施策を総合的に推進するため子育て支援部を設置しています。さらに，それに対応して調査審議を行う市長の附属機関（旭川市子ども・子育て審議会）を平成２１年度に設置しています。　　　　　　

　　このため，（仮称）旭川市子ども条例の推進にあたっては，これまでの取組との連続性を保ちながら進めていきます。

　　　　
《条例の構成》

[image: image1]
（６）条例の内容
　　　　条例の内容は，前文及び６章で構成しています。
特に，第２章（取組にあたって重要なこと）において，「子どもの主体性を育むこと」を明記します。
　　　　その理由は，条例の目的である「子どもが，自らの夢や希望に向かって主体的に取組み，実現できるまち」を実現するためには，何よりも子ども自身の意識や積極的な気持ちが重要だと考えているからです。
　　　　また，旭川で生まれ，育った子どもが，地元を離れた後も，旭川への思いを持ち続けてほしいことから，できるだけ，「旭川らしさ」を大事にしていきたいと考えています。
また，条例に基づく関連施策を推進するための財源として，基金を創設します。
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全国 34,472 37,323 40,639 42,662 44,210

北海道 862 954 1,417 1,644 1,675

北海道旭川児童相談所 58 67 108 146 207

旭川市家庭児童相談室 67 65 63 60 57


（７）条例の進行管理
　　　（仮称）旭川市子ども条例は，市民全体で理念や目的を共有し，行動していくための基本的な考えを定めるものです。

　　　　条例の目的である「子どもが，自らの夢や希望に向かって主体的に取組み，実現できるまち」を実現するためには，条例の理念を市民全体で共有し，市民一人一人が，子どもの主体性を育みながら，できることを積み重ねていくことが必要であり，すぐに，その効果が見えてくるものではありません。

また，達成状況を数値上で把握できる性質のものではなく，効果は，目に見えない形で，子ども達一人一人の意識の中で芽生え，大きくなるものであると考えています。
　　　　
　　　　しかしながら，条例を推進し，目的に向かって取り組むに当たっては，子ども自身がどのような意識を持っているのかを把握し，随時，基本となる施策に反映していくことが必要です。
　　　　そのため，定期的に，子どもを対象としたアンケート調査を実施し，関連するアンケート調査や統計資料等の内容とあわせて，子どもの意識の把握に努めていきます。

資　料　編
１　家庭の状況

（１）世帯の状況　　

　　　　一世帯当たりの人数は減少傾向が続いており（図１），世帯の家族類型ごとに
みると，特に直系三世代世帯の世帯数と全体に占める割合が，１５年間で大幅

に減少・低下しています（図２）。

　　　　また，「女親と子ども」の世帯は，世帯数と全体に占める割合が増加してい
ますが（図２），国の調査によると，母子世帯で全世帯の平均収入額の４割程度
にとどまっており，家庭の経済基盤が不安定な傾向にあります。

　

　　　　　（図１　一世帯当たりの人数等：住民基本台帳　各年９月末）
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○　地域連帯意識の希薄化

　　・　町内会加入世帯数と加入率が減少・低下しており，子育て家庭と地域との

　　　関係が希薄化していることが懸念されている。

○　市民全体の意識と子育て中の保護者の意識のギャップ

　　・　市民全体は子どもや子育てに高い関心があるが，子育て中の保護者には

　　　実感として伝わっていない。



地　域

子ども

地域において子どもを育む力の低下が生じていることが懸念される状況

○　子育て家庭の孤立化

○　地域の子どもとの係わりの希薄化

○　近所の子どもが気になるが，声を掛けづらい



児童虐待

社会性を学ぶ

機会の減少

地域に愛着を

持つ機会の減

少

非行や犯罪の

被害


	注）直系三世代世帯＝「夫婦・子ども両親」＋「夫婦・子どもと片親」＋

「夫婦・子ども・親と他の親族」

注）国の調査：全国母子世帯等調査（H17厚生労働省）

国民生活基礎調査（H19厚生労働省）


（図２　世帯の家族類型別の状況：国勢調査）
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○　価値観の多様化

　　・　ライフスタイルや就業形態，家族形態の多様化，情報化社会の進展

○　社会構造の変化

　　・　少子高齢化の進展（人口減少）

○　不安定な景気動向，雇用環境

　　・　世帯収入の低下，雇用不安

社会全体（全国）

○　子育て支援に係るニーズの多様化（子育てに係る不安の多様化）

○　家庭における経済基盤が不安定



子ども

児童虐待

子どもの貧困 不安定な若年

者雇用環境

○価値観の多様化や社会構造の変化に十分に対応できていない

○仕事と生活が調和する社会の実現が必要


（２）共働き世帯の増加

　　　　認可保育所と留守家庭児童会の入所・入会児童数は，増加傾向にあります（図
３）。

労働力人口（１５歳以上の人口のうち，就業者と完全失業者を合わせた人口）
の減少とともに，就業者数も平成７年以降，減少傾向にあります。男女別にみると，いずれも減少していますが，女性の占める割合は増加傾向にあります（図４）。　

　　　　また，女性の年齢階級別労働力率（人口に占める労働力人口の割合）をみる
と，各年齢階級において上昇しており，仕事と子育ての両立を求められている
女性の割合が増えています（図５）。

　　　　　

（図３　認可保育所及び留守家庭児童会入所・入会児童数）　

※各年度　認可保育所４月１日，留守家庭児童会５月１日

	
	H18年度
	H19年度
	H20年度
	H21年度
	H22年度

	認可保育所
	4,255人
	4,333人
	4,350人
	4,459人
	4,519人

	留守家庭児童会
	1,630人
	1,643人
	1,689人
	1,813人
	1,905人


（図４　男女別労働力人口：国勢調査）

	
	
	
	
	
	
	（単位：人）

	　
	　
	平成２年
	平成７年
	平成１２年
	平成１７年

	労働力人口
	全市
	人数
	177,050
	185,626
	181,879
	175,060

	
	男性
	人数
	106,468
	110,004
	105,533
	99,318

	
	
	構成比
	60.1%
	59.3%
	58.0%
	56.7%

	
	女性
	人数
	70,582
	75,622
	76,346
	75,742

	
	
	構成比
	39.9%
	40.7%
	42.0%
	43.3%

	就業者数
	全市
	人数
	169,541
	176,299
	172,038
	162,138

	
	男性
	人数
	101,845
	104,500
	99,778
	91,391

	
	
	構成比
	60.1%
	59.3%
	58.0%
	56.4%

	
	女性
	人数
	67,696
	71,799
	72,260
	70,747

	
	
	構成比
	39.9%
	40.7%
	42.0%
	43.6%


（図５　女性の労働階級別労働力率：国勢調査）
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（３）子育てに関する多様な不安感

　　　　平成２０年１２月に，就学前児童や小学校児童を持つ保護者を対象に実施し
た旭川市次世代育成支援に関するニーズ調査の結果から，子育てに関する保護
者の意識についてみてみます。

　　　　

　　　・　子育てに関して，何らかの不安感を感じている保護者の割合は，就学前児童を持つ保護者では４８％，小学校児童を持つ保護者では５７％にのぼっています（図６）。

　　　・　次に，保護者自身のことに関する不安感をみると，「特にない」を除き，就学前児童を持つ保護者も小学校児童を持つ保護者も，「子どもを叱りすぎている気がする」が最も高い割合となっており，また，いずれにおいても，「自分の時間が持てない」や「子どもとの時間が確保できない」が高い割合となっています（図７）。

　　　・　家庭のことに関する不安感をみると，就学前児童を持つ保護者も小学校児童を持つ保護者も，「子育ての出費がかさむ」が最も高い割合となっています（図８）。

（図６　子育てに関する保護者の不安感）
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（図７　自分のことに関する保護者の不安感　※複数回答）
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（図８　　家庭のことに関する保護者の不安感　※複数回答）
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２　地域の状況

（１）地域連帯意識の動向

　　　　町内会加入世帯数と加入率は減少・低下傾向にあり，家庭と地域との係わり
の希薄化が懸念されています（図９）。

（図９　町内会加入世帯数と加入率の推移　旭川市調べ　各年度４月１日）
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（２）市民の意識と保護者の意識のギャップ

　　　　平成２１年度に実施した，旭川市民アンケート調査によると，今後の重要度
として，まちづくりの１８の施策のうち「子どもが健やかに育つ環境」につい
ては，重要と回答した割合が最も高く（図１０），市民は，子どもについて，
高い関心を持っています。　　　　

　　　　一方，平成２０年１２月に実施した旭川市次世代育成支援に関するニーズ調
査によれば，旭川の子育て環境の満足度について，「子育てを地域全体で支えて
いるという意識を感じますか」や「市民一人一人が，子どもの健やかな成長を
応援しているという意識を感じますか」について，満足度が低い状況です（図
１１，１２）。

　　　　これらのことから，子どもや子育てに関する市民の高い関心が，子育て中の
保護者には十分に伝わっていないものと思われます。

（図１０　今後の重要度：旭川市民アンケート調査　平成２１年度）
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　　ウ　保護者が地域に期待していること

　　エ　子どもの地域活動への参加状況

（４）子ども自身の状況

　　ア　支援を求めている子ども

　　

（図１１　子育てを地域全体で支えているという意識を感じますか）

１（満足度低い）→５（満足度高い）
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（図１２　市民一人一人が，子どもの健やかな成長を応援しているという意識を感じますか）

１（満足度低い）→５（満足度高い）
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（３）地域に期待していること

　　　　平成１９年に国が実施した「少子化対策と家族・地域のきずなに関する意識
調査」によれば，地域の役割として重要だと思うことについて，「人間関係を育
む」が最も高く，次いで「子どもの育ちを見守ったり，支えたりする」となっ
ています（図１３）。

（図１３　地域の役割として重要だと思うこと　※複数回答）
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３　子どもの状況

（１）支援を要する子ども

ア　児童虐待

　　　　　　旭川市家庭児童相談室で受けた児童虐待件数は減少傾向にありますが，全国的にみると増加傾向にあり，北海道旭川児童相談所で受けた件数が大きく増加していることからも，本市においても，実態は全国と同様の傾向にあるものと懸念されます（図１４）。

　　　　　　旭川市家庭児童相談室で受けた児童虐待の内容は，ネグレクト（育児放棄）と身体的虐待が多数を占めています（図１５）。

（図１４　児童虐待の発生件数）
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（図１５　旭川市家庭児童相談室で受けた児童虐待の内訳）
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　　　イ　非行少年等の状況

　　　　　　旭川中央警察署及び旭川東警察署管内の刑法犯少年は，低年齢化が進んでおり，１４歳未満の割合が平成１６年の１３．７％（５６人）から平成２０年の２６．１％（９１人）へと大きく増加しています（図１６，１７）。

（図１６　刑法犯少年の年齢別補導状況（旭川中央警察署・旭川東警察署管内：旭川市統計書）
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（図１７　刑法犯少年のうち１４歳未満の少年が占める割合の推移（旭川中央警察署・旭川東警察署管内：旭川市統計書）


　　　ウ　犯罪に巻き込まれた子ども

　　　　　　平成２１年に，福祉犯（少年の福祉を害する犯罪）の被害にあった子どもは，２４３人となっており，その中で，出会い系サイト等を利用した福祉犯の被害にあった子どもは平成１７年の５０人から，平成２１年の９７人に大きく増加しています（図１８，１９）。

（図１８　福祉犯の被害にあった子どもの数の推移（北海道）：北海道警察）
（図１９　出会い系サイト等を利用した福祉犯の被害にあった子どもの数の推移（北海道）：北海道警察）


（２）地域活動に関する小中学生の意識

　　　　平成１８年に国が実施した「低年齢少年の生活と意識に関する調査」によれ
ば，小中学生自身が，やってみたいと思っている活動について，「自然や環境を
守る活動」など，様々な分野で関心を持っていることが明らかになっています
（図２０）。

（図２０　やってみたい地域活動　※複数回答）
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（３）子ども自身の抱えている不安や感情

同じく，「低年齢少年の生活と意識に関する調査」によれば，中学生自身が抱
えている悩みや心配について，平成７年の調査結果と比較すると，ほぼ全ての選択肢で，高くなっており，特に，「悩みや心配はない」と回答した割合は，
４３．７％から２９．１％に大幅に低下しています（図２１）。

　　　　また，「自分に自信がある」について，平成１１年の調査結果と比較すると，
小中学生ともに，「あてはまらない」（自分に自信がない）を回答した割合が増
加しており（図２２），自尊感情が低下しています。

（図２１　悩みや心配ごと　※複数選択　中学生）
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（図２２　自分に自信がない）
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